
教育DX・教育データ利活用について



教育DXを支える基盤的ツールの整備・活用

背景・課題

事業内容

令和6年度予算額（案） 9億円

（前年度予算額 6億円）

⚫ 国全体で教育DXによる学びの環境を実現するには、教育データの利活用に必要な知見や成果を共有することができる基盤的なツールを文
部科学省が整備する必要がある。

⚫ また、基盤的なツールの活用により蓄積されたデータが効率的・効果的に活用されるためには、教育データの相互運用性を確保するための

ルールの整備、教育データの利活用を行う際の安全・安心の確保、そして、国や自治体によるデータ分析と分析に基づくアクションの実行を
並行して実践していくことが重要である。

⚫ 文部科学省CBTシステム（MEXCBT：メクビット）を、希
望する全国の児童生徒・学生等が、オンライン上で学習・ア
セスメントできる公的なCBTプラットフォームとして提供し、デ
ジタルならではの学びを実現。

※令和２年から開発を実施。令和５年８月時点、約
25,000校、810万人が登録。

⚫ 令和６年度の全国学力・学習状況調査の生徒質問調査等
において活用予定。また、令和７年度の教科調査の悉皆実
施に向けて必要な機能の拡充を実施。

⚫ 地方自治体独自の学力調査等のCBT化について、令和５
年度は約17自治体で実施予定。令和６年度はさらなる量
的拡大及び調査内容の質の向上を図る。

（３）教育データの利活用の推進（86百万円）
⚫ データの標準化等、教育データの分析・利活用の推進に向けた取組や、web上の学習コンテンツの充実・活用促進やデジタルバッジ（学習履歴のデジタル証
明）を活用したネットワークの構築に関する調査研究を行い教育現場へのフィードバックや新たな知見の創出を図る。
※令和5年度補正予算において、安全・安心の確保に向けた個人情報保護などの教育データ利活用にあたり留意すべき点の整理、デジタル学習環境
におけるソフトウェアのデータの利活用に必要なルール作り（「学習eポータル標準モデル」の改訂）等を実施。（60百万円【令和5年度補正予算】）

（２）文部科学省WEB調査システム（EduSurvey）の開発・活用促進（運用67百万円）
（開発 48百万円【令和5年度補正予算】）

⚫ 文部科学省から教育委員会や学校等を対象とした業務調査において、調査集計の迅速化、教
育委員会等の負担軽減にも資するシステムを開発し、令和４年度から試行。

⚫ 調査結果の自動集約や即時的な可視化等が可能なことから、学校現場や教育委員会からも利
活用のニーズが高い。

⚫ 令和５年度は、約80の調査を実施予定。令和６年度は、調査実施者や回答者のニーズを踏
まえた機能の改善を実施し、約120の調査を実施予定。

学校から

自宅から

（１）文部科学省CBTシステム（MEXCBT）の改善・活用推進（運用714百万円）（開発等 399百万円【令和5年度補正予算】）

（担当：総合教育政策局教育DX推進室）

令和5年度補正予算額 5億円
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学習

フィードバック

教育活動の実践
家庭学習のサポート

学習状況の把握

定期テスト等
の作成

文部科学省
国立教育政策研究所

教育委員会

児童生徒

保護者

教師

様々な学習コンテンツ
・ デジタル教科書・教材
・ ドリル教材
・ 動画コンテンツ

進捗状況報告
指導の改善点の把握

問題のデジタル化
CBTによる学力調査等の実施

CBTの特性をいかした
問題などのデジタル化

※ CBT ： Computer Based Testing 

文部科学省CBTシステム（MEXCBT：メクビット）について

◼小・中・高等学校等の子供の学びの保障の観点から、児童生徒
が学校や家庭において、学習やアセスメントができるCBTシステム

◼文部科学省が開発（事業者連合体のコンソーシアムに委託）

◼国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題約４万問を

活用可能

◼現在、公立小学校の80％超、公立中学校のほぼ全てが登録

(ほぼ全ての自治体、約2.6万校、児童生徒等約820万人が登録)

【令和5年11月現在】

◼ 「GIGAスクール構想」により実現する 「１人１台端末」 を活用し
た 「デジタルならでは」の学びを実現

学習マネジメントシステム

（学習ｅポータル）

・ 個人ごとの学習の窓口機能

CBTシステム
（ＭＥＸＣＢＴ）

問題バンク

ＭＥＸＴ＋ＣＢＴ
文部科学省 Computer Based Testing
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私立小学校：約18%
私立中学校：約40%
【令和５年11月現在】



令和6年2月現在、31の活用事
例を文部科学省HPに掲載して

います。活用事例は毎月更新
しています。
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〇 活用事例は文部科学省HP「文部科学省CBTシステム（MEXCBT:メクビット）について」に掲載
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00001.html

〇 私立学校での活用事例はこちら↓
https://www.mext.go.jp/content/20220914-mxt_syoto01_000013393_001.pdf

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/content/20220914-mxt_syoto01_000013393_001.pdf
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(参考）「教育データの利活用に係る留意事項」について

〇 「教育データの利活用に係る留意事項」とは

教育データの利活用を行うことで、全ての子供一人一人の力を最大限に引き出すためのきめ細かい支
援が可能となりますが、教育データを取り扱う際の安全・安心の確保が必要となります。個人情報の適
正な取扱いやプライバシーの保護は大前提としながら、「教育データの利活用」と「安全・安心」の両立が

実現されることが重要です。そこで、初等中等教育段階の公立学校の教職員、教育委員会の職員等
が、児童生徒の教育データ（デジタルデータ）を取り扱う際に留意すべきポイントをまとめました。

〇 「教育データの利活用に係る留意事項（第１版）」 概要

★Q&A編（よくあるご質問）
個人情報保護やセキュリティ等について、教育委員会・学校からよく寄せられる質問をピックアップし、掲載

しています。

★総論編（教育データを利活用する際に気を付けること）
教育データを利活用する際に気を付けることについて、（１）個人情報の適正な取扱い、（２）プライバシーの保護、（３）セキュリティ対策の3つの観点から、図

等を交えながら解説をしています。

本留意事項について、
ポイントをまとめたリーフレットを
文部科学省HPにて公開してい
ます。ぜひご活用ください！
【令和５年９月12日付事務連絡
にて周知】

文部科学省HP「教育データの利活用に係る留意事項について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/data_00007.htm

（１）個人情報の適正な取扱い

⚫ 教育委員会・学校における個人情報とは

⚫ 個人情報をこれから保有する場合に必要な手続きについて

⚫ 個人情報を既に保有している場合に必要な手続きについて

⚫ 個人情報の取扱いの委託について

⚫ 個人情報等利用における体制及び手続上の留意点

（２）プライバシーの保護

⚫ プライバシーの保護において、個人情報保護法を遵守するのみならず、必要となる体制の構築等について

（３）セキュリティ対策

⚫ 主に地方公共団体が設置する学校を対象とした教育情報セキュリティポリシーの策定や見直し

⚫ 組織的・人的・物理的など、多様な安全管理措置

※その他、コラムにおいて、教育データの利活用の参考となる考え方や、ELSI（科学技術の社会実装に際
しての倫理的・法的・社会的課題）についても紹介しています。

※今後、教育データの利活用が進むにつれて、新たな課題や論点についての議論が深まっていくことが想定さ
れるため、その際は改訂を行う予定です。

※令和５年度は、教育委員会・学校の実務に即した具体的な対応等を追加した「第2版」を作成中です。
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（※）
本留意事項は、公立学校を念頭に置いていますが、
私立学校における教育データの利活用においても参考となり
ますので、ご参照ください。
ただし、公立学校と私立学校では、個人情報保護法の適用条
文が異なります。詳細は個人情報保護委員会のガイドライン
等も別途ご確認ください。

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/data_00007.htm



